
【募集期間】平成２９年６月１日（木）～６月３０日（金）

みなさんが日常を地域で過ごしていて「課題に感じること」はありませんか？

それは、市民活動団体等と市が協働することで解決できるかもしれません。

みなさんからのアイデアを募集します！

優れたアイデアには図書カードを贈呈します。

協働とは・・・協働は、地域課題の解決に向けて市民活動団体等と市
が、対等な立場でそれぞれの特性を生かして協力して
行動することです。



【応募資格（次のいずれかひとつに該当する方）】

・市内在住・在勤・在学の方（個人・団体）
・市内に事業所などをお持ちの方
・市税の納税義務がある方
・茅ヶ崎市内に活動拠点又は連絡場所を有し、市内で公益的な活動を行っており、

又は今後継続的な活動を行うことにより地域力の向上につながることが見込める
団体の方（住所・氏名又は団体名のご記入をお願いします。)

【応募方法】

所定のアイデア提案書（市内公共施設にて配布中。市HPから取得も可）に必要
事項を記入し、次のいずれかの方法で市民自治推進課へお届けください。

・窓口へ持参 茅ヶ崎市役所本庁舎４階１番窓口
・郵送 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市役所市民自治推進課

協働推進担当
・ＦＡＸ 0467-87-8118
・E-Mail shiminjichi@city.chigasaki.kanagawa.jp
・市公式ホームページの入力フォームより入力（「アイデア提案」で検索すると

便利です）

【アイデアの取り扱い】

いただいたアイデアは、茅ヶ崎市市民活動推進委員会で「協働の可能性」「提案
の意図」「手法の独自性」「事業の緊急性」の視点で評価を行い、優れた提案につ
いては図書カードを贈呈させていただきます。

また、市ホームページなどで公表し、市民活動団体等や市が協働推進事業の事業
テーマを考える際のヒントとして活用させていただきます。

日頃感じている「どうして？」や「困った･･･」、「あったら
いいな」と思うことが、協働アイデアにつながります。市民活
動団体等と市が協働し、そのアイデアを実現することをイメー
ジして、書いてみて下さい！

また、新しい事業の発案ではなく、今、市が行っている事業
等について、「協働すればもっと良くなるのに…」という提案
も大歓迎です。

募 集 要 項

【お問い合わせ】 茅ヶ崎市総務部市民自治推進課 協働推進担当
０４６７－８２－１１１１（代表）


